
 

「（次期）北九州市障害者支援計画」について 

 

１ 計画の性格・法的位置づけ 

（１）３つの法定計画 

「市町村障害者計画」、「市町村障害福祉計画」及び「市町村障害児福祉計画」を包含

する計画。本市における障害福祉施策に関する計画 

  

 ①北九州市障害者計画 

  障害者基本法第１１条第３項に基づく、市町村における「障害者のための施策に関す

る基本的な計画」 

  

②北九州市障害福祉計画 

  障害者総合支援法第８８条第１項及び第６項に基づく、市町村における「障害福祉サ

ービスの提供体制の確保等に関する計画」 

  

③北九州市障害児福祉計画 

  児童福祉法第３３条の２０に基づく、市町村における「障害児通所支援及び障害児相

談支援の提供体制の確保等に関する計画」 
 

 

（２）基本計画での位置づけ 

市の基本構想・基本計画に基づく障害福祉分野の計画 

 

 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

（次期）北九州市障害者支援計画（仮称） 

○ 「市町村障害者計画」と「市町村障害福祉計画」及び 

「市町村障害児福祉計画」を包含 

 

 

市町村障害福祉計画 

○ 第７期 令和６年度～令和１１年度 

○ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サ

ービス、相談支援、地域生活支援事業

の提供体制等を規定 
市町村障害児福祉計画 

○ 第３期 令和６年度～令和１１年度 

○ 児童福祉法に基づく障害児の支援の提

供体制等を規定 

市町村障害者計画 

○ 計画期間：令和６年度～令和１１年度 

○ 本市の将来の障害者施策を推進するための基本計画と位置づけ、

障害福祉全般（福祉サービス、防災対策、雇用、社会参加等）に

ついて幅広い分野の事項を規定 

○ 障害計画の事業目標の設定 

連 携 

※国において、「障害福祉計

画」と「障害児福祉計画」の

計画期間については、これま

でどおり３年を基本としつつ

柔軟な期間設定が可能とされ

た。ただし、国が改訂した新

しい指針と乖離が生じた場合

等は計画期間中であっても見

直しが必要となる。 

資料 １ 



２ 北九州市障害者支援計画の流れ 

                                     

２３ ５
延長 延長

延長

延長

※実施計画に含む

Ｈ１８～Ｈ２２ Ｈ２４～Ｈ２９ Ｈ３０～Ｒ４

障害者支援計画
（障害者計画）

障害者支援計画 障害者支援計画

実施計画 障害者計画

障害者計画
拡充 拡充

Ｈ３０～Ｒ２ Ｒ３～５

第１期
福祉計画

第２期
福祉計画

第３期
福祉計画

第４期
福祉計画

第５期
福祉計画

19～20 Ｈ２１～２３ Ｈ２４～２６ Ｈ２７～２９

第６期
福祉計画

Ｒ６～Ｒ１１

（次期）
障害者支援計画

（次期）
障害者計画

Ｒ６～Ｒ１１

（次期）
福祉計画

※中間見直しの実施

Ｈ３０～Ｒ２ Ｒ３～５ Ｒ６～Ｒ１１

第１期
児福祉計画

第２期
児福祉計画

（次期）
児福祉計画

 
 
 

３ 国の基本計画、基本指針の流れ 

 

 

内閣府の障害者基本計画
※障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画

厚労省の基本指針
※障害者総合支援法に基づき厚生労働省が策定する基本指針

厚労省の基本指針
※児童福祉法に基づき厚生労働省が策定する基本指針

第５次
障害者基本計画

Ｈ１５～Ｈ２４ Ｈ２５～Ｈ２９ Ｈ３０～Ｒ４ Ｒ５～Ｒ９

障害者基本計画
第３次

障害者基本計画
第４次

障害者基本計画

Ｒ６～８

第１期
福祉計画

第２期
福祉計画

第３期
福祉計画

第４期
福祉計画

第５期
福祉計画

第６期
福祉計画

第７期
福祉計画

Ｈ１８～２０ Ｈ２１～２３ Ｈ２４～２６ Ｈ２７～２９ Ｈ３０～Ｒ２ Ｒ３～５

Ｈ３０～Ｒ２ Ｒ３～５ Ｒ６～８

第１期
児福祉計画

第２期
児福祉計画

第３期
児福祉計画

 


